
「文芸桶川」実施要綱 

 

 （目 的） 

第１条 この要綱は、文芸作品の発表の機会を広く市民に提供し、いきいきとした市民

文化の創造と市民相互の交流の場とする「文芸桶川」の刊行に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

 （趣 旨） 

第２条 広く市民の文芸創作活動を促すとともに、文芸活動を通じて豊かな人間性を養

い、市民文化の創造と地域文化の普及向上を図るため、「文芸桶川」を刊行する。 

 

 （執筆者） 

第３条 執筆者は、市内在住・在勤・在学（1５歳以上（ただし、中学生は除く。））の者

とする。 

２ 文芸活動普及のため、前項の規定にかかわらずジュニアの部を設けることができる。 

 

 （掲載分野） 

第４条 詩・短歌・俳句・小説・随筆・童話等とする。 

 

 （編集委員会） 

第５条 「文芸桶川」の編集を行うため、「編集委員会」を設置する。 

２ 編集委員は、桶川市文化団体連合会から２名、桶川市図書館実作協議会から１名、

桶川市俳句連盟から１名、短歌関係団体から１名及び桶川市教育研究会から１名の推

薦を受け、教育委員会教育長が委嘱する。 

３ 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、編集委員の互選により選出する。 

４ 編集委員会は、募集要項の検討並びに編集及び校正を行う。 

 

 （刊 行） 

第６条 「文芸桶川」は、年１回３月に刊行する。 

 

 （応募料等） 

第７条 応募料は一人 500円（高校生は無料）とする。 

２ ジュニアの部の応募料は徴収しない。 

３ 「文芸桶川」は、第１項の規定による応募をした者及び前項の規定による応募をし

た者（「文芸桶川」に掲載された者に限る。）に対し、１冊贈呈する。 

 

 （事務局） 

第８条 編集及び刊行にあたっての事務局は、桶川市教育委員会社会教育主管課に置く。 

 

附 則 

この要綱は、平成１３年５月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月９日から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成１６年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月２０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 


